












佐賀労働局総務部総務課

１ 平成31年度第1回備品・消耗品の購入

２ 仕様書別表のとおり

３ 仕様書別表のとおり

４

５

仕 様 書

件 名

規 格 及 び 数 量

納 入 場 所

納 入 期 限 平成31年5月17日(金)

ア フ タ ー ケ ア
（１）納入物品に関し、物品の引渡の日から１年以内に発見された瑕疵
にかかる修理又は取り換えの諸費用は、落札業者が負担すること。

（２）物品の引渡の日から１年以内に生じた不具合については、対応し
た日付、対応者、持込先メーカー、原因、処置内容がわかる報告書を、
佐賀労働局総務部総務課会計１係あて提出すること。



仕様書別表(平成31年度第1回備品・消耗品の購入)

監督署

総務部 徴収室 基準部 安定部 伊万里署 佐賀所 伊万里所

1 薄型ファイル
（※表紙、背表紙印刷）

冊 470 470

2 トナー ・東芝　e-STUDIO255用 S-2521 本 1 1 1 2 5

3 インクカートリッジ
・東芝　OCR装置　S3500用
・赤

3662704 個 4 4

4 インクカートリッジ
・HP　Officejet 100 Mobile(CQ774A#ABJ)用
・黒

HP129　C9364HJ 個 12 12

5 インクカートリッジ
・HP　Officejet 100 Mobile(CQ774A#ABJ)用
・カラー

HP135　C8766HJ 3色/個 15 15

6 リボンカセット ・富士通　ドットインパクトプリンタ　FMPR5420用 0325470 個 8 8

7 サブカセット ・富士通　ドットインパクトプリンタ　FMPR5420用 0325480 個 8 8

8 ラミネーター
・対応サイズ：A3まで　　・ローラー本数：4本
・最大ラミネート厚：150μm（0.6㎜）以上
・温度調節機能：有り　　・逆回転機能：有り

アイリスオーヤマ：LFA341D
アスカ：L404A3
ナカバヤシ：PLB-A3S

台 1 1

9 マルチプリンタ帳票
・A4判（210×297mm）　　・白紙　　・100枚/袋
・ミシン目入り（74.25mm間隔で3本）

ヒサゴ　FSC2106 袋 10 10

10 コピー用紙 ・A5判 枚 3,000 3,000

11 蛍光灯 ・FPL36EX-N 三菱電機　FPL36EX-N 本 5 5

12 ガス検知器

・ポータブル式　　・電池式
・検知対象ガス（検知範囲）
　　可燃性ガス（0～100%LEL）、酸素（0～25.0vol%）、
      硫化水素（0～30.0ppm）、一酸化炭素（0～500ppm）
・ガス警報：有り
　（ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動）

理研計器㈱　ポケッタブル
マルチガスモニター　GX-2009

台 1 1

13 熱風風速計

・測定範囲：風速（0.01～20.0m/s）、風温（-20.0℃～70.0℃）
・応答性：風速（1秒以下：風速1m/sにおいて90%応答）
　　　　　風温（30秒以下：風速1m/sにおいて90%応答）
・乾電池式　　・電池寿命：4時間以上

日本カノマックス㈱
アネモマスターライト
6006-D0

台 1 1

No. 品名 参考品 単位規格・仕様等

・本体色：オレンジ　　　　　・サイズ：A４タテ
・文字色：黒　　　　　　　　・校正：1回
・その他：別添見本のとおり
・20部を1束に梱包して納品すること。

佐賀労働局 安定所
合計



仕様書別表(平成31年度第1回備品・消耗品の購入)

監督署

総務部 徴収室 基準部 安定部 伊万里署 佐賀所 伊万里所
No. 品名 参考品 単位規格・仕様等

佐賀労働局 安定所
合計

14 フルハーネス

・骨盤をサポートする構造であること
・胸ベルトは上下可動式であること
・ベルトの調整が容易にできること（巻き取り式）
・他の安全帯のベルトと併用可能であること
・宙吊り時に大腿静脈の圧迫を防止する機能がついていること
・反射材がついていること　　・サイズ：標準（M）

スリーエムジャパン㈱

3MTMDBI-サラTM　エグゾフィット

ネックスTM　フルハーネス
1112972N

着 1 1

15
巻取り式ランヤード
（シングル）

・落下時のロック機能が付いていること
・ショックアブソーバ：第2種
・使用可能最大質量：125㎏以上

スリーエムジャパン㈱

3MTMDBI-サラTM　Nano-LokTM

巻取り式ランヤード　シングル
3101722N

個 1 1

16 カラビナ
・2本のランヤードの干渉を防止する機能がついていること
・使用可能最大質量：125㎏以上

スリーエムジャパン㈱

3MTMDBI-サラTM　Nano-LokTM　カラビナ
巻取り式ランヤード　ツイン用
3100108

個 1 1

17
伸縮性ランヤード
（シングル）

・ショックアブソーバ：第1種以上
・使用可能最大質量：125㎏以上

スリーエムジャパン㈱

3MTMDBI-サラTM　EZ-StopTM

伸縮式ランヤード　シングル
1246472N

個 1 1

※ 本仕様書について疑義が生じた場合、また、本仕様書に明記なき詳細事項については、速やかに当局あて協議を行うこと。

※ グリーン購入法適合製品等、環境に配慮された製品であるように努めること。

※ トナーは東芝、富士通製以外はリサイクル品可。但し、製品保証や使用機器故障時の補償、ISO14001及びISO9001認証取得、日本カートリッジリサイクル工業会E&Qマークラベル付き製品であること。

※ 参考品として計上しているため、同等品は可とする。但し、事前にカタログ等を提示して承認を得ることを条件とする。

〒840-0801　佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第2合同庁舎　4階 TEL：0952-32-7155

〒840-0801　佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第2合同庁舎　4階 TEL：0952-32-7168

〒840-0801　佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第2合同庁舎　4階 TEL：0952-32-7169

〒840-0801　佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第2合同庁舎　6階 TEL：0952-32-7216

〒848-0027　伊万里市立花町大尾1891-64 TEL：0955-23-4155

〒840-0826　佐賀市白山2-1-15 TEL：0952-38-5250

〒848-0027　伊万里市立花町通谷1542-25 TEL：0955-23-2131

伊万里労働基準監督署

佐賀公共職業安定所

佐賀労働局　職業安定部

伊万里公共職業安定所

納入場所一覧

佐賀労働局　総務部総務課

佐賀労働局　労働保険徴収室

佐賀労働局　労働基準部



同等品を選定する場合の手続きについて 

 
 入札仕様書等に「指定品」・「特注品」と表示されていない物品については、例示品として示し

たメーカー・型番の品目のほか、それと同等以上の品物（以下、「同等品」という。）を選定し、

入札に参加することができます。 
 同等品での入札参加は、事前に同等品の確認を行い、承認を得ることを条件とします。 
 （注：事前に確認を受けていない同等品で見積り、落札者となった場合、その物品で契約を締

結することができない場合がありますので、必ず事前に承認を得てください。） 
 
 
１．同等品の定義 
  同等品とは、仕様書に記載する規格・品質・性能等と同等以上のものをいいます。 
 
２．同等品確認の方法 
  同等品により入札参加を希望する場合は、平成 31 年 3 月 25 日（月）17 時までに次の書類

を佐賀労働局総務課へ提出してください。 
  なお、同等品の確認書は、必ず、入札案件ごとに作成してください。 
（１）同等品確認書（※任意様式） 
   様式は任意としますが、次の内容を記載してください。 
   ①「品名」（仕様書に記載されたもの） 
   ②「例示品」（仕様書に記載されたもの） 
   ③「同等品候補」 
    ・同等品として承認を得たい品物のメーカー・品番・規格・性能等・税抜価格（カタロ

グ表示等のメーカー希望小売価格。ただし、オープン価格の場合は「オープン価格」と

の表示で可）を記載してください。 
    ・規格には寸法・材質等を、性能等にはグリーン購入法適合等の詳細を記載してくださ

い。 
   ④「事業所代表者氏名」及び「押印」 
（２）同等品候補が記載されたカタログ、価格等の資料（コピー可） 
   仕様書に記載された規格・品質等が提出資料で確認できない場合は同等と認められません。 

また、指定期限後にカタログ等資料を提出されても受付はいたしませんので、ご留意くださ

い。 
（３）その他 
   入札仕様書にて指定するもの 















別紙4-2

No. 品名 応札品 単位 数量 単価 合計金額（税抜）

1 薄型ファイル
（※表紙、背表紙印刷） 冊 470 0

2 トナー 本 5 0

3 インクカートリッジ 個 4 0

4 インクカートリッジ 個 12 0

5 インクカートリッジ 3色/個 15 0

6 リボンカセット 個 8 0

7 サブカセット 個 8 0

8 ラミネーター 台 1 0

9 マルチプリンタ帳票 袋 10 0

10 コピー用紙 枚 3,000 0

11 蛍光灯 本 5 0

12 ガス検知器 台 1 0

13 熱風風速計 台 1 0

14 フルハーネス 着 1 0

15 巻取り式ランヤード
（シングル） 個 1 0

16 カラビナ 個 1 0

17 伸縮性ランヤード
（シングル） 個 1 0

合計（税抜） 0

（会社名）

(平成31年度第1回備品・消耗品の購入)

入札金額内訳書



別紙4-2

No. 品名 応札品 単位 数量 単価 合計金額（税抜）

1 薄型ファイル
（※表紙、背表紙印刷） 冊 470 0

2 トナー 本 5 0

3 インクカートリッジ 個 4 0

4 インクカートリッジ 個 12 0

5 インクカートリッジ 3色/個 15 0

6 リボンカセット 個 8 0

7 サブカセット 個 8 0

8 ラミネーター 台 1 0

9 マルチプリンタ帳票 袋 10 0

10 コピー用紙 枚 3,000 0

11 蛍光灯 本 5 0

12 ガス検知器 台 1 0

13 熱風風速計 台 1 0

14 フルハーネス 着 1 0

15 巻取り式ランヤード
（シングル） 個 1 0

16 カラビナ 個 1 0

17 伸縮性ランヤード
（シングル） 個 1 0

合計（税抜） 0

（会社名）

入札金額内訳書

(平成31年度第1回備品・消耗品の購入)

（再度入札用）









契 約 書(案) 
 
 発注者 支出負担行為担当官 佐賀労働局総務部長 ●● ●●（以下「甲」という。）と受注者 ●●●● 
代表取締役 ●● ●●（以下「乙」という。）とは、双方対等な立場において、次の条項により契

約を締結する。 
 
（契約の趣旨） 
第 1 条 平成 31 年度第 1 回備品・消耗品の購入について、甲と乙とは本契約を締結し、仕様書等

に基づき信義に従い誠実にこの契約を履行するものとする。 
 
（契約金額） 
第 2 条  契約金額は、金●，●●●，●●●円（内消費税額及び地方消費税額金●●，●●●円）とする。 

2 前項の消費税額は、消費税法第 28 条第１項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82
及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 108 分の 8 を乗じて得た額である。 

3 契約金額の内訳は、別紙「契約金額内訳書」のとおりとする。 
4 当該契約完了に要するすべての費用は、乙の負担とする。 

 
（契約保証金） 
第 3 条  甲は、この契約の保証金を免除するものとする。 
 
（契約内容） 
第 4 条  本契約で定める調達品目等の資質、構造、形状、寸法等は、すべて別添仕様書等のとお

りとし、履行期限、履行場所及び検査場所は、次の各号のとおりとする。 
一 契約履行期限   別添、仕様書等のとおり。 
二 契約履行場所   同上 
三 検査場所     履行場所に同じ。 

 
（監督及び検査） 
第 5 条  甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指

示をさせることができる。 
2 乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 
3 甲は、通知を受けた日から 10 日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。 
4 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。 
5 乙は、第 3 項の検査に合格しないときは、直ちに仕様書等に適合する物品に取替等の適

切な措置を行い、甲の検査を受けなければならない。この場合においては、取替等の完

了を調達物品の納入とみなして、前 4 項の規定を準用する。 
 
（代金の支払い） 
第 6 条  乙は、前条第 3 項の検査に合格したときは、代金の請求をすることができる。 



2 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して 30 日（以下「約定期

間」という。）以内に代金を支払わなければならない。 
3 甲が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は、期限到来の日の翌日から支

払いを完了した日までの日数に応じ、年 2.7％の割合で計算した額の遅延利息を併せて

支払わなければならない。ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められ

る場合は、約定期間に算入しない。 
4 前項により計算した遅延利息が 100 円未満の場合は、これを支払うことを要さないもの

とし、当該計算額に 100 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 
 
（危険負担） 
第 7 条  当該調達品目等の給付が、甲又は乙の責に帰さない事由により、滅失又は毀損した場合

の危険は、第 5 条第 3 項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担

するものとする。 
 
（瑕疵担保） 
第 8条  当該調達品目等の所有権異動後の 1年以内にその品目に隠れた瑕疵又は指定に適合して

いないものを発見したとき又は動作不良が著しく契約履行場所である官署の業務に支

障を及ぼすときは、乙は甲の指示に従って品目の取替もしくは瑕疵の解消、又は甲にお

いて算定した金額を損害賠償として支払わなければならない。 
 
（検査の遅延） 
第 9 条  甲がその責に帰すべき事由により、第 5 条第 3 項の期間内に検査をしないとき、その期

間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くも

のとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第 6 条第 3 項に

規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。 
 
（納入期限の遅延） 
第 10 条 甲は、乙がその責に帰する理由により、第 4 条第 1 項第一号の期限内に当該調達品目等

を給付できないときは、乙の申請により納入期限の延期を許可することができる。この

場合において、原納期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額

等（既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額）の年 5％に相当

する額の遅延料を徴するものとする。この場合において、甲が第 5 条第 3 項に規定する

検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。 
2 乙は、天災地変その他正当な理由により第 4 条第 1 項の期限内に物品を納入できない場

合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。この場合におい

て、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することが

できる。 
 
（損害賠償） 



第 11 条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、甲が実際に被った損害

に限り、契約金額を上限として、その損害を賠償するものとする。 
 
（解除） 
第 12 条 甲は、本契約に関して乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することがで

きる。 
     一 第 4 条第 1 項第一号の期限内に当該調達品目等の給付が完了しないとき。 
     二 第 5 条第 3 項の検査に合格しないとき。 
     三 乙が完全に本契約を履行する見込みがないと認めたとき。 
     四 乙が本契約の解除を請求し、その理由が正当であると認めたとき。 
     五 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、も

しくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。 
 
（解除に係る違約金） 
第 13 条 乙は、前条第 1 号の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の

100 分の 10 に相当する金額を甲に納入すること。又、甲に損害を及ぼしたときは、乙

は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。 
2 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくもの

と認められたときは、これを免除することができる。 
 
（談合等の不正行為に係る解除） 
第 14 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除

することができる。 
     一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあって

は、その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第 7 条又

は同法第 8条の 2（同法第 8条第１号若しくは第 2号に該当する行為の場合に限る。）

の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第 7 条の 2 第 1 項（同法第 8 条の 3
において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行っ

たとき、又は同法第 7 条の 2 第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を

命じない旨の通知を行ったとき。 
     二 乙又は乙の代理人が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の 6 若しくは同法第

198 条又は独占禁止法第 89 条第１項の規定による刑の容疑により公訴を提起され

たとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21

項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しな

ければならない。 
 
（談合等の不正行為に係る違約金） 



第 15 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解

除するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づき、

契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の 100
分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第 8 条の

2（同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に限る。）の規定による

排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項（同法

第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付

命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は

第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 
四 乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の 6 若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89

条第１項の規定による刑が確定したとき。 
五 当該刑の確定において乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 
六 乙が甲に対し、独占禁止法等に接触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して

いるとき。 
   2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 
   3 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲

がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 
 
（違約金に関する遅延利息） 
第 16 条 乙が第 14 条及び第 15 条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないとき

は、乙は、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 5％の割合

で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 
2 前項により計算した遅延利息が 100 円未満の場合は、これを支払うことを要さないもの

とし、当該計算額に 100 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 
  
（再委託） 
第 17 条 乙は、委託業務の全部を第三者（乙の子会社（会社法第２条第３号に規定する子会社を

いう。）を含む。）に委託することはできない。 
   2 乙は、再委託する場合には、様式 1 により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その

承認を受けなければならない。ただし、再委託が 50 万円未満の場合は届出を行うこと

とする。 
   3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再

委託者」という。）の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 
   4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項

について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 
 



（再委託先の変更） 
第 18 条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第 2 項ただし書に該当する場合を除

き、様式２の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 
 
（履行体制） 
第 19 条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号

又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙 1 の履行体制図を甲に提

出しなければならない。 
   2 乙は、別紙１の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式３により履行体制図変更

届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合について

は、届出を要しない。 
    一 受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変

更の場合。 
    二 事業参加者の住所の変更のみの場合。 
    三 契約金額の変更のみの場合。 
   3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、

乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 
 
（権利義務の譲渡等） 
第 20 条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しく

は一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に

基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令（昭和 25 年政令

第 350 号）第 1 条の 2 に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律（平成 10 年法

律第 105 号）第 2 条第 3 項に規定する特定目的会社及び信託業法（平成 16 年法律第 154
号）第 2 条第 2 項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。 

2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその

旨を書面により甲に届けなければならない。 
 
（秘密の保持） 
第 21 条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏

らしてはならない。 
 
（個人情報保護） 
第 22条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律第 2条第 1項にいう個人情報、以下同じ。）

の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。 
2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。 
3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならな

い。 



4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、甲は、特に必要

と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、

又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。 
5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による

廃棄を行わなければならない。 
6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして

報告しなければならない。 
 
（属性要件に基づく契約解除） 
第 23 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約

を解除することができる。 
    一 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法

律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法

第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 
    二  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 
     三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 
     四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき 
        五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 
 
（行為要件に基づく契約解除） 
第 24 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何ら

の催告を要せず、本契約を解除することができる。 
     一 暴力的な要求行為 
        二 法的な責任を超えた不当な要求行為 
        三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 
        四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 
        五 その他前各号に準ずる行為 
 
（表明確約） 
第 25 条 乙は、前 2 条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当

しないことを確約しなければならない。 
   2 乙は、前 2 条各号の一に該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人等（下

請負人（下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。）及び再受託者（再委



託以降のすべての受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関

して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約

しなければならない。 
 
（下請負契約等に関する契約解除） 
第 26 条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請

負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければな

らない。 
      2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人

等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人

等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じ

ないときは、本契約を解除することができる。 
 
（契約解除に基づく損害賠償） 
第 27 条 甲は、第 23 条、第 24 条及び第 26 条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、こ

れにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 
   2 乙は、甲が第 23 条、第 24 条及び第 26 条第 2 項の規定により本契約を解除した場合に

おいて、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 
 
（不当介入に関する通報・報告） 
第 28 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の

反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を

受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速

やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を

行うものとする。 
 
（厚生労働省所管法令違反に係る報告） 
第 29 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受

け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。 
 
（厚生労働省所管法令違反に係る契約解除） 
第 30 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に

対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 
一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け

又は送検されたとき。 
二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書

又は誓約書に虚偽があったことが判明したとき。 
三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第１号の状況に至ったことを報告しなかっ

たことが判明したとき。 



2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 
 

（厚生労働省所管法令違反に係る違約金） 
第 31 条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、

契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の 100
分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 
3 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲

がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 
 
（紛争等の解決方法） 
第 32 条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙

協議のうえ解決するものとする。 
 
   この契約の証として、本証書 2 通を作成し双方記名押印のうえ、各自 1 通を所持するものと

する。 
 
 
平成  年   月  日 
 
                  甲 佐賀市駅前中央 3-3-20 
                    支出負担行為担当官 
                    佐賀労働局総務部長     ●● ●● 
 
 
                 乙 ●●市●●町●● 

●●会社 ●●●● 
                    代表取締役         ●● ●● 



様式１ 
 

平成  年  月  日 
 
 
支出負担行為担当官 
  佐賀労働局総務部長 殿 
 
 

名称 
代表者氏名           印 

 
 

再委託に係る承認申請書 
 
 
標記について、下記のとおり申請します。 

 
 

記 
 
 
１．委託する相手方の商号又は名称及び住所 

 
２．委託する相手方の業務の範囲 

 
３．委託を行う合理的理由 

 
４．委託する相手方が、委託される業務を履行する能力 

 
５．契約金額 

 
６．その他必要と認められる事項 



様式２ 
 

平成  年  月  日 
 
 
支出負担行為担当官 
  佐賀労働局総務部長 殿 
 
 

名称 
代表者氏名           印 

 
 

再委託に係る変更承認申請書 
 
 
標記について、下記のとおり申請します。 

 
 

記 
 
 
１．変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所 

 
２．変更後の事業者の業務の範囲 

 
３．変更する理由 

 
４．変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力 

 
５．契約金額 

 
６．その他必要と認められる事項 



様式３ 
 

平成  年  月  日 
 
 
支出負担行為担当官 
  佐賀労働局総務部長 殿 
 
 

名称 
代表者氏名            印 

 
 

履行体制図変更届出書 
 
 
契約書第 19 条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 

 
 

記 
 
 
１．契約件名（契約締結時の日付番号も記載のこと。） 

 
２．変更の内容 

 
３．変更後の体制図 



別紙１ 
 

履行体制図 
 
 
【履行体制図に記載すべき事項】 
・各事業参加者の事業名及び住所 
・契約金額（乙が再委託する事業者のみ記載のこと。） 
・各事業参加者の行う業務の範囲 
・業務の分担関係を示すもの 
 
【履行体制図の記載例】 
事業者名 住所 契約金額 業務の範囲 
Ａ 東京都○○区… 円  

Ｂ    

 

 
 
 
 
 
 

乙 

事業者Ｂ      

_ 
事業者Ｃ     

_ 

事業者Ａ      

_ 


